
 

第1号様式(第6条関係) 

審査基準・標準処理期間整理票 

処分の内容 小児慢性特定疾病医療費支給認定 

根拠法令及び条項 児童福祉法第19条の3 

審
査
基
準 

■有(第3条第1項に該当する場合を含む。) 

□無(根拠：第3条第2項第 号に該当) 

公表 ■する □しない(公表しない場合の根拠：第7条第2項第 号に該当) 

【内容】(※審査基準を公表する場合のみ記載すること。) 

審査基準が法令に具体的に規定されているため審査基準を設定する必要がな

い。 

児童福祉法第19条の3第3項 

別紙のとおり 

審査基準 

設定年月日 
年  月  日 

審 査 基 準 

最終変更年月日 
年  月  日 

標準処理期間 

■有(第5条において準用する第3条第1項に該当する場合を含む。) 

  期間(60日             ) 

□無(根拠：第5条において準用する第3条第2項第 号に該当) 

標準処理期間 

設定年月日  
年  月  日 

標準処理期間 

最終変更年月日 
年  月  日 

所管部署       健康部    地域保健課 

備考  

注 審査基準が法令に具体的に規定されているため審査基準を設定する必要が

ない場合は、その旨及び当該法令の定めを審査基準の内容欄に記載すること。 

 



 

【別紙】 

第19条の3   

3 都道府県は、第1項の申請に係る小児慢性特定疾病児童等が小児慢性特定疾病に

かかつており、かつ、当該小児慢性特定疾病の状態が第6条の2第2項に規定する厚生

労働大臣が定める程度であると認められる場合には、小児慢性特定疾病医療費を支

給する旨の認定（以下「医療費支給認定」という。）を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


